
24 

 

 

 

図 4.4.4 大気質測定結果 ④重金属 
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2） 低周波音 L50,LG5 

 

 

図 4.4.5 低周波音 L50,LG5 測定結果 
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3） 地下水 

 

 

図 4.4.6 地下水水質測定結果  
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4.5 有識者からの指摘事項 

第 3 回有識者会議（令和元年 5 月 28 日）、第 4 回有識者会議（令和 2 年 6 月 30 日）、
第 5 回有識者会議（令和 3 年 11 月 9 日）においていただいたご指摘について対応した。
翌年度以降の会議において対応状況を毎年更新し報告した。以下に工事の最終までを網羅
した第 8 回有識者会議（令和 6 年 6 月 26 日）で提⽰した資料を⽰す。 

 

（1） 第 3 回有識者会議（令和元年 5 月 28 日）での指摘事項（島田委員） 
1） 異常気象時の連絡体制 

・指摘事項 
  異常気象時の連絡体制を整備すること。 
・対応 
  異常気象時の対策フローを整備し、連絡体制を確立した。 

 

図 4.5.1 異常気象時の対策フローと連絡体制 

 

2） 対策のデータベース化（島田委員） 

・指摘事項 
  管理値超過時の対策をデータベース化し、今後同様な原因で管理値超過しないよう 



28 

 

にすること。 
 ・対応 
   管理値超過時の作業内容および基本対策、追加対策を⽰す。2018（平成 30）年 

度の管理値超過時の対策として、防音マットが有効であると確認できた。以降、大 
きな騒音が懸念される作業では防音マットを基本対策として使用することとした。 

 

表 4.5.1 管理値超過の原因と対応（有識者会議報告） 

 

また、騒音に対して防音マットを基本対策として実施することで、2019（令和元）年度
は管理基準値の超過は発生しなかった。 

 

写真 4.5.1 防音マット  
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（2） 第 4 回有識者会議（令和 2 年 6 月 30 日）での指摘事項（島田委員） 
1） 苦情と対策の記録整理 

・指摘事項 
管理値超過時の内容と対策の記録に加え、苦情があった場合の内容と対応も記録し 

たほうが良い。 
・対応 
  苦情と対策を整理し、工事関係者で情報共有した  
 

表 4.5.2 苦情と対策 

 

 *2022（令和 4）年度以降は特に苦情はなかった 
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（3） 第 5 回有識者会議（令和 3 年 11 月 9 日）での指摘事項（藤川委員） 
1） ダイオキシンの異性体について確認 

・指摘事項 
地下水の計測結果のうち、ダイオキシンの異性体について確認すること。 

・対応 
⻄側の井⼾：異性体の割合に明確な傾向は確認できない。 

 

図 4.5.2 ダイオキシンの異性体（西側の井戸） 

 

北側の井⼾：井⼾変更に伴いダイオキシン類の由来が異なっている。 
        異性体の割合に明確な傾向は確認できない。 

 

図 4.5.3 ダイオキシンの異性体（北側の井戸） 
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5. 性能評価検証期間 
5.1 環境監視計画 

性能評価検証期間では、施設運転時にて環境性能を満足していることの確認を目的に、
騒音・振動・悪臭・低周波音・地下水を測定する。施設外部への施設影響は、日常的な連
続確認（日常確認）及び定期測定（定期監視）の 2 つの方法で調査する。なお、本施設の
基本的な特性を把握するため、特定期間(1 ヶ月間)は計器による連続測定行う。 
 本施設の基本的な特性を把握するための項目を表 5.1.1 に、日常確認による項目を表 
5.1.2 に、定期監視の項目を表 5.1.3 に⽰す。測定箇所を図 5.1.1、実施工程を表 5.1.4 に
⽰す。 
 なお、環境監視項目①は 2024(令和 6)年 10 月の 1 ヶ月間×24 時間で測定箇所 No104
及びそれに近接する建屋内部 No104（屋内）の騒音及び振動を測定する。環境監視項目②
は日常の運転管理において監視装置を用いた 24 時間連続監視及び日常巡視点検の中で異
常の有無を確認する。 

 
表 5.1.1 環境監視項目①（基本的な特性の把握 計器による 24 時間×1 ヶ月連続測定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 騒音 振動 
計測⼿法 事業者による連続測定 

測定方法 
・騒音計 
・運転監視 
※運転状況と騒音の関連性を施
設外･施設内で確認 

・振動レベル計 
・運転監視 
※運転状況と振動の関連性を施
設外･施設内で確認 

確認場所 ・騒音計:No104、No104(屋内) 
・運転監視:中央監視室 

・振動計:No104、No104(屋内) 
・運転監視:中央監視室 

確認頻度 ・24 時間運転監視 + 場内巡視（2 回/日） 
※2024 年度 9 月 30 日〜10 月 30 日の 1 ヶ月間実施 

管理値 
朝･夕:60dB 
昼間:65dB 
夜間:55dB 

昼間：65dB 
夜間：55dB 
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表 5.1.2 環境監視項目②（日常確認） 

 騒音 振動 悪臭 
計測⼿法 事業者による簡易測定 

測定方法 
通常時:中央監視 
異常時:ポータブル 

騒音計 

通常時:中央監視 
異常時:ポータブル 

振動レベル計 

・五感確認 
・臭気を感じた場合 
   検知管（H2S) 

確認場所 通常時:中央監視室 
異常時:No104、No104(屋内) 

通常時:脱臭設備監視 
異常時:No104 

確認頻度 24 時間運転監視 + 場内巡視（2 回/日） 
24 時間運転監視 + 
  場内巡視(2 回/日) 
臭気を感じた場合 

管理値  
朝･夕:60dB 
昼間:65dB 
夜間:55dB 

昼間:65dB 
夜間:55dB 

敷地境界値 
H2S 0.02ppm 

(臭気指数 10 相当) 

 

表 5.1.3 環境監視項目③（定期監視、24 時間×2 日×4 回/年 他） 

 騒音 振動 低周波音 悪臭 地下水 

計測⼿法 外部専門業者による公的分析（測定方法、測定機器の準拠） 

測定方法 
精密騒音計 
(低周波音 

測定機能付) 
振動 

レベル計 
精密騒音計 
(低周波音 

測定機能付) 
三点⽐較式 

臭袋法 
室内 

分析機器 

測定場所 別紙 No101〜104 （No104（屋内）は除く） 別紙 No1,4,5 

測定頻度*1 1 回/3 ヶ月 夏期 
(7,8,9 月) 1 回/3 ヶ月 

管理値  
朝･夕:60dB 
昼間:65dB 
夜間:55dB 

昼間：65dB 
夜間：55dB 

①90ｄB 
②92ｄB 
③70〜99dB 

敷地境界値 
10 

土壌汚染対策法等
に基づく管理有害
物質 21 成分＋ダイ
オキシン類 
管理値: 

地下水基準*2 

備考 − − − − 
水位: 
地下水位計にて
測定 

*1：地下水は令和 6〜７年度測定し、他は令和 6 年度のみ測定 
*2：事前環境監視で基準値が超過している「ふっ素、砒素及びその化合物」の 

水質変化を監視する。 
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図 5.1.1 測定位置図 

 

  

 騒

音 

振

動 

低
周
波
音 

悪

臭 

地
下
水 

No1     〇 

No4     〇 

No5     〇 

No101 〇 〇 〇 〇  

No102 〇 〇 〇 〇  

No103 〇 〇 〇 〇  

No104 〇 〇 〇 〇  
No104 
(屋内) 〇 〇    
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表 5.1.4 環境監視実施工程 ◂-----▸：日常確認      〇：定期監視     ◎：施設特性確認のための連続測定 

項目 2024 年度 2025 年度 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

騒 音   〇  〇  ◎ 〇   〇              

振 動   〇  〇  ◎ 〇   〇              

低周波音   〇  〇   〇   〇              

悪 臭    〇 〇 〇                   

地 下 水  〇   〇   〇   〇  〇    〇   〇  〇   
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5.2 性能評価検証の内容 

（1） 処理施設の概要 

図 5.2.1 のように流入水を高速ろ過処理後、A2O、MBR の 2 系列に分けて処理する。
各々の定格処理水量は下記に記載の通りである。 

 
図 5.2.1 施設処理フロー 

（2） 環境対策 

本施設は近隣に住宅地があることを考慮し、騒音、振動、悪臭に対して以下のような対
策を実施した。 
 各処理施設の水槽に覆蓋を設置し、臭気を吸引して脱臭装置で排出する方式とした。さ
らに処理施設を建屋で覆うことにより悪臭、騒音対策を実施した。(図 5.2.2〜4 参照) 

なお、脱臭装置は活性炭吸着塔（活性炭交換頻度 1 年で計画）を用いた。 
また、ポンプ等の回転機器は躯体への振動伝達を防⽌するためにコンクリート基礎を設

けてその基礎上に機器を設置した。さらに送風機等は防振装置の設置により振動対策を実
施した。(図 5.2.5〜6 参照) 
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図 5.2.2 覆蓋設置及び脱臭ダクト設置状況      図 5.2.3 脱臭装置設置状況 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.4 建屋の状況（水処理施設は内部） 

 

 

 
図 5.2.5 コンクリート基礎設置状況        図 5.2.6 防振装置設置状況 
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（3） 施設配置図 

施設の全体配置を図 5.2.7 に、配置断⾯図を図 5-2-8 に、配置平⾯図を図 5.2.9〜11 に
⽰す。騒音発生機器や臭気発生箇所は建屋内に設置している。 

 
図 5.2.7 全体配置図 
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図 5.2.8 配置断面図 

 

図 5.2.9 地下 1 階配置図 
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図 5.2.10 1 階配置図 

 

 

 
図 5.2.11 ２階配置図  
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5.3 監視結果 
（1） 本施設の基本的な特性を把握（環境監視項目①）について 

1） 敷地境界値について 

敷地境界における騒音及び振動測定結果を図 5.3.1〜2 に⽰す。 
管理値(緑⾊破線)は時間帯（騒音：昼間、朝夕、夜間、振動；昼間、夜間）により異な

るため図のように時間ごとに異なる管理値となっている。 
 騒音レベルが管理値を超過しているものもあったが、すべて工事音や⿃獣音等の外部要
因による影響であった。図 5.3.1(a) この外部要因による超過分を除外すると図 5.3.1(b)
のように管理値以内で推移していた。振動レベルは管理値に対して大幅に低い値であっ
た。 

以上より、1 ヶ月間連続測定した結果、本施設由来の騒音レベル、振動レベルともに管
理値以下であった。 

 

 
(a) 全データ 

 

 
(b) 外部要因による管理値超過分除くデータ 

 
図 5.3.1 敷地境界(No104)における騒音測定結果 
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図 5.3.2 敷地境界(No104)における振動測定結果 
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2） 屋内騒音と屋外（敷地境界）騒音の関係 

図 5.3.3 に屋内騒音レベルと敷地境界騒音レベルの関係を⽰す。屋内騒音レベルは約 65
〜75dB 程度で変動しているのに対して敷地境界は約 45〜65dB で変動しており、屋内は
機器が稼働していため屋内騒音レベルの方が大きいが両者に明確な相関関係は見られなか
った。本グラフのプロットはすべて管理値を超過していないことから、屋内騒音レベルに
変動があっても敷地境界騒音レベルは管理値以下である、⾔い換えると屋内設備の運転音
により敷地境界の管理値を超過することはないと⾔える。 

また、流入水量と屋内及び敷地境界の騒音レベルの結果を図 5.3.4 に⽰す。屋内騒音は
流入水量が増加するにつれ微増傾向にあったが、敷地境界騒音は管理値（65dB）以下で
あった。なお、計画最大水量時も通常水量時に対し微増程度で収まっていた。 

 

 

図 5.3.3 屋内騒音と敷地境界騒音の関係 
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図 5.3.4 流入水量と敷地境界・屋内騒音との関係 

 

（2） 日常確認（環境監視項目②）について 

本設備は過電流や過トルク等、設備故障につながる過大な負荷がかかると、⾃動停⽌す
る機能を有していが、監視装置による 24 時間連続監視及び日常点検を実施し確認を強化
した。また、日常点検時において、臭気発生源の覆蓋の閉状況を確認した。 

以上の確認により、騒音、振動、悪臭について敷地境界の管理値を超過するような事象
は発生しなかった。 
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（3） 定期監視結果（環境監視項目③）について 
1） 騒音レベル 

敷地境界における騒音レベル測定結果を図 5.3.5〜図 5.3.8 に⽰す。一部管理値を超過し
たが、外部要因による影響であった。それ以外は 2024（令和 6）年 6 月〜2025（令和 7）
年 2 月までの休日、平日の全時間帯で管理値以下であった。 

 
図 5.3.5 騒音レベル測定結果（2024 年 6 月） 

 

 
図 5.3.6 騒音レベル測定結果（2024 年８月） 
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図 5.3.7 騒音レベル測定結果（2024 年 11 月） 

 

 
図 5.3.8 騒音レベル測定結果（2025 年 2 月） 
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2） 振動レベル 

敷地境界における振動レベル測定結果を図 5.3.9〜図 5.3.12 に⽰す。2024（令和 6）年 6
月〜2025（令和 7）年 2 月までの休日、平日の全時間帯で管理値以下であった。 

 

 
図 5.3.9 振動レベル測定結果（2024 年 6 月） 

 

 
図 5.3.10 振動レベル測定結果（2024 年 8 月） 
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図 5.3.11 振動レベル測定結果（2024 年 11 月） 

 

 
図 5.3.12 振動レベル測定結果（2025 年 2 月） 
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3） 低周波音 

敷地境界における低周波音(G 特性)測定結果を図 5.3.13〜図 5.3.16 に⽰す。2024（令和
6）年 6 月〜2025（令和 7）年 2 月までの休日、平日の全時間帯で管理値以下であった。 

 

 
図 5.3.13 低周波音(G 特性)測定結果（2024 年 6 月） 

 

 
図 5.3.14 低周波音(G 特性)測定結果（2024 年 8 月） 
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図 5.3.15 低周波音(G 特性)測定結果（2024 年 11 月） 

 

 
図 5.3.16 低周波音(G 特性)測定結果（2025 年 2 月） 
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敷地境界における低周波音(1/3 オクターブバンド分析)測定結果を図 5.3.17〜図 5.3.24
に⽰す。2024（令和 6）年 6 月〜2025（令和 7）年 2 月までの休日、平日の全時間帯で管
理値以下であった。 

 

 
図 5.3.17 低周波音(1/3 オクターブバンド分析)測定結果（2024 年 6 月 休日） 

 

 
図 5.3.18 低周波音(1/3 オクターブバンド分析)測定結果（2024 年 6 月 平日） 
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図 5.3.19 低周波音(1/3 オクターブバンド分析)測定結果（2024 年 8 月 休日） 

 

 
図 5.3.20 低周波音(1/3 オクターブバンド分析)測定結果（2024 年 8 月 平日） 
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図 5.3.21 低周波音(1/3 オクターブバンド分析)測定結果（2024 年 11 月 休日） 

 

 
図 5.3.22 低周波音(1/3 オクターブバンド分析)測定結果（2024 年 11 月 平日） 
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図 5.3.23 低周波音(1/3 オクターブバンド分析)測定結果（2025 年 2 月 休日） 

 

 
図 5.3.24 低周波音(1/3 オクターブバンド分析)測定結果（2025 年 2 月 平日） 
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4） 悪臭 

 敷地境界における臭気指数測定結果を表 5.3.1 に⽰す。なお悪臭の測定は気温が高く
悪臭が発生しやすい夏期(７〜9 月)に実施した。7〜9 月の各測定日ともに管理値未満であ
った。 

 
表 5.3.1 臭気指数測定結果 

測定日 単位 
採取場所 

管理値 
No1 No2 No3 No4 

2024/7/16 （−） 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 

10 2024/8/19 （−） 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 

2024/9/18 （−） 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 

 

 

5） 地下水 

地下水分析結果を 4.建設期間 (4)定期監視における測定結果 3）地下水に⽰す。 建
設期間終了後の 2 年間の結果は建設期間と同様な傾向であり、ふっ素およびその化合物、
セレン、砒素が管理値を超過した。 
 なお、2024(令和 6)年度はダイオキシン類が管理値を超過した。ダイオキシン類は地中
では土壌粒子に付着した状態で存在する場合が多い。2024(令和 6)年度は建設期間と同様
にぺリスタポンプを使用したが、採水速度が高めであったため土壌粒子を巻き上げ、その
粒子に付着しているダイオキシン類濃度を測定したため高くなったことが分かった。（詳
細は添付資料 第 10 回有識者会議資料参照） 

2025 年度は建設期間と同等の採水速度で実施した結果、すべて管理値以下となり事前
監視以降と同等の結果となった。 
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5.4 有識者からの指摘事項 
表 5.4.1 有識者からの指摘事項 

日付) 有識者 指摘事項 事業者回答 

令和 6 年度環境監視計画について 
2024/6/26 
(第 8 回) 

藤川委員 新しい施設を建設したこと
で地下水の流れが変わり、
地下水質が変わる可能性も
考えられるため、地下水位
についても確認すべきだと
考えます。 

地下水の採取時に 
地下水の水深を測定します。 
（4.建設期間 (4)定期監視にお
ける測定結果 3）地下水 参
照） 
 
 
 
 

2024/6/26 
(第 8 回) 

山田委員 計測データをもとに基準値
遵守のための対応を行うた
めにも、24 時間連続モニ
タリングを実施するべきだ
と考えます。ただし、24 時
間 365 日の連続測定が難し
いのであれば、せめて１週
間や２日間でも 24 時間連
続測定を行うことで朝と夜
の傾向などが分かると思い
ます。 また測定位置は屋外
だけですが、水処理施設の
影響か否かを判断するため
には、水処理施設内にも測
点を設けるべきだと考えま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

敷地境界および水処理施設内に 
騒音計及び振動計を設置して 1
ｹ月間連続測定し、本施設の基
礎となる特性を把握します。 
（5.性能評価検証期間 5.3 監視
結果 (1)本施設の基本的な特性
を把握（環境監視項目①）につ
いて参照） 
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日付) 有識者 指摘事項 事業者回答 

令和 6 年度環境監視結果について 
2025/6/25 
(第 9 回) 

山田委員 ダイオキシン類の上昇理由
を調査する必要はないか？ 

採水速度の違いがダイオキシン
上昇の理由と推定している。 
その確認のため採水速度を変え
た条件でダイオキシン類の濃度
を測定します。 
（添付資料 第 10 回有識者会
議資料参照） 

2025/6/25 
(第 9 回) 

山田委員 採水速度が原因であれば、
異なる採水速度で採水した
サンプリング水それぞれで
ダイオキシン類濃度を測定
する必要があるのではない
か。加えて、測定回数を増
やす等で、推定の確かさを
判断する必要がある。 

2025/6/25 
(第 9 回) 

竹中委員 ダイオキシンなので地域住
⺠も気にする項目であるた
め、直近の測定結果が管理
値を下回っているものの、
原因の検討をお願いする。 

2025/6/25 
(第 9 回) 

花嶋委員 計 画 水 量 で 処 理 し た と き
に、環境モニタリングの測
定結果がどうなるのか確認
し た 方 が よ い の で は な い
か。 

処理水量と騒音の関係を調査す
るとともに、雨天時計画最大汚
水量(施設最大能力) 時の騒音
値を測定します。 
（5.性能評価検証期間 5.3 監視
結果 (1)施設の基本的な特性を
把握（環境監視項目①）について
参照） 

令和 7 年度環境監視計画について 
2025/6/25 
(第 9 回) 

山田委員 花嶋委員のご意見をふまえ
て、3 系施設の最大処理能力
で運転したときの騒音の分
析 が あ れ ば よ り よ い の で
は、と考える。 

雨天時計画最大汚水量(施設最大
能力)時の騒音値を測定します。 
（5.性能評価検証期間 5.3 監視
結果 (1)本施設の基本的な特性
を把握（環境監視項目①）につい
て参照） 

 


